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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹状とした容器本体と、前記容器本体の凹部内に設けられた電極パッドと、前記電極パ
ッド上に形成された金属バンプと、一対の音叉腕が延出した音叉基部の一主面を導電性接
着剤によって前記金属バンプに固着される音叉状圧電片と、前記容器本体の開口端面に接
合して前記音叉状圧電片を密閉封入するカバーとからなる音叉型圧電振動子において、
　前記金属バンプは前記音叉状圧電片の幅方向となる両端側に円弧状の曲面又は直線状の
斜面もしくは階段形状の何れかを有し、
　前記音叉状圧電片の音叉基部と密接して接着する前記金属バンプの上面平坦部の前記音
叉状圧電片の長さ方向の寸法よりも幅方向寸法が短く、当該上面平坦部の面積が前記電極
パッド上での前記金属バンプの底面積よりも小さいことを特徴とする音叉型圧電振動子。
【請求項２】
　前記音叉状圧電片の幅方向における前記金属バンプの上面平坦部の幅寸法は、前記金属
バンプ底面の長さの２０～９０％である請求項１に記載の音叉型圧電振動子。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表面実装用とした音叉型圧電振動子を技術分野とし、特に音叉状圧電片を容器
本体に接続する金属バンプに関する。
【背景技術】
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【０００２】
（発明の背景）
　音叉型圧電振動子は電子機器のクロック周波数源として広く使われている。近年では、
これらが内蔵される電子機器の小型化にともない、音叉型圧電振動子の大きさについても
小型化及び薄型化が要求されている。
【０００３】
(従来技術の一例)
　第５図(a)(b)及び第６図(a)(b)は従来例を説明する図で、第５図(a)は一部開放とした
内部を示す音叉型圧電振動子の斜視図、同図(b)は同断面図、第６図(a)は典型的な音叉状
圧電片の正面図、同図（b）は音叉状圧電片の電気的結線を示す模式的な平面図である。
【０００４】
　音叉型圧電振動子は、音叉状圧電片７を容器本体１の内部に収容して金属カバー２を被
せ、音叉状圧電片７を密閉封入して構成される。音叉状圧電片７は圧電材を例えば水晶と
し、一対の音叉腕９が音叉基部１０から延出する。一対の音叉腕９は励振電極９ａを各４
面に有し、図示しない配線パターンによって音叉基部１０の一主面に引出電極１０ａを延
出する。引出電極１０ａは音叉基部１０の一主面における両端側に形成される。
【０００５】
　励振電極９は各音叉腕９の両主面及び両側面間を同電位として結線され、一対の音叉腕
９の間では両主面と両側面との励振電極９ａが同電位として結線される。そして、音叉基
部１０の一主面に設けた一対の引出電極１０ａに接続する。
【０００６】
　容器本体１は例えば分割された段部３を一端側の内壁に有し、横断面を凹状とした積層
セラミックからなる。この例では、開放面側から順にセラミック板（１ａ、１ｂ、１ｃ）
からなる３層構造とする。容器本体１における内壁段部３の上面には電極パッド４が形成
される。電極パッド４は例えばタングステン（Ｗ）を下地電極とし、例えばニッケル（Ｎ
ｉ）膜を中継材として金（Ａｕ）膜からなる導電層が形成される。
【０００７】
　下地電極（Ｗ）は例えば印刷及び焼成によって、中継材（Ｎｉ）及び導電層（Ａｕ）は
電解メッキによって形成される。そして、電極パッド４の上面には金（Ａｕ）からなる金
属バンプ６が形成される。金属バンプ６は前述した印刷及び焼成によって、あるいは電解
メッキ等によって形成される。要するに、金属バンプ６は印刷バンプやメッキバンプによ
って形成される。
【０００８】
　そして、励振電極９ａから引出電極１０ａが延出した音叉基部１０の一主面における両
端側が、導電性接着剤８によって金属バンプ６に固着される。導電性接着剤８は例えば加
熱硬化型とし、金属バンプ６上に塗布した後、音叉基部１０が位置決めされる。そして、
音叉基部１０の上方から加圧（圧縮）して加熱硬化される。
【０００９】
　これらにより、一対の音叉腕９の励振電極９ａから延出した引出電極１０ａは、金属バ
ンプ６、電極パッド４及び図示しない配線路を経て、容器本体１の底面に設けた実装端子
５に電気的に接続される。金属カバー２はシーム溶接等によって容器本体１の開口端面に
接合し、音叉状圧電片７を密閉封入する。
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－３１２０５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
（従来技術の問題点）
　しかしながら、上記構成の音叉型圧電振動子では、金属バンプ６を平坦状とすることか
ら、引出電極１０ａの延出した音叉基部１０の一主面における両端側では全面的に対面す
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るとともに密接して固着される。したがって、音叉状圧電片７の固着強度は金属バンプ６
に対する密接した接触面積に依存する。一方、音叉状圧電片７は外部衝撃に対する導電性
接着剤８の固着強度及び電気的導通度を高めるため、金属バンプ６との接触面積（対向面
積）を大きくすることが求められる。
【００１２】
　この場合、一対の音叉腕９による音叉振動の音叉基部１０からの振動漏れは、金属バン
プ６との接触面積に比例して大きくなる。そして、振動漏れが大きくなるほど、音叉振動
の振動効率を低下させてクリスタルインピーダンス（ＣＩ）を高める等の静的状態（外部
から衝撃がない状態）での振動特性を悪化させる。さらに、静的状態での振動特性を維持
しても、接触面積が大きいほど、音叉基部１０と金属バンプ６との間の導電性接着剤８の
量も増加し、落下衝撃試験の前後では振動周波数の変化が大きくなる。
【００１３】
　すなわち、導電性接着剤８は落下衝撃によって状態が変化し、音叉基部１０に対する保
持状態を変化させる。この場合、衝撃によって固着強度が低下し、音叉基部１０の拘束力
も弱まって、振動周波数を低下させる。そして、導電性接着剤８の量が多いほど、保持状
態も大きく変化することから、落下衝撃前後での周波数変化量も大きくなる。これらのこ
とから、平坦状とした金属バンプ６と導電性接着剤８によって密接する接触面積は一定値
以内に厳しく制限される。
【００１４】
　しかし、音叉状圧電片７の大きさが小さくなると、例えば音叉状圧電片７の厚みを0.12
ｍｍとして、全長が2.3ｍｍ、幅が0.5ｍｍで、音叉基部１０の長さが0.5ｍｍ程度以下に
なると、金属バンプ６に対する音叉基部１０の位置決めが困難となる。したがって、金属
バンプ６を平坦状とした音叉型圧電振動子では、固着強度及び電気的導通度を確保して静
的状態での振動特性を維持した上で、落下衝撃前後での周波数変化を抑制するには限界と
なる問題があった。
（発明の目的）
　本発明は小型化に際しての静的状態での振動特性を維持した上で固着強度を確保し、し
かも落下衝撃前後での周波数変化を抑制した音叉型圧電振動子を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の特許請求の範囲（請求項１）に示したように、凹状とした容器本体と、前記容
器本体の凹部内に設けられた電極パッドと、前記電極パッド上に形成された金属バンプと
、一対の音叉腕が延出した音叉基部の一主面を導電性接着剤によって前記金属バンプに固
着される音叉状圧電片と、前記容器本体の開口端面に接合して前記音叉状圧電片を密閉封
入するカバーとからなる音叉型圧電振動子において、前記金属バンプの上面平坦部の面積
が前記金属バンプの底面積に比して小さくなっている構成とする。
【発明の効果】
【００１６】
　このような構成であれば、音叉基部の一主面が導電性接着剤によって上方から加圧して
固着される際、金属バンプの上面平坦部は底面積よりも小さいので、音叉基部の一主面と
の間の導電性接着剤による密接した接触面積を従来例よりも少なくできる。したがって、
外部衝撃によって接着状態が変化してもその影響を小さくすることができる。これにより
、落下衝撃前後での周波数変化特性を良好にする。
【００１７】
　さらに、金属バンプにおける上面平坦部の外側領域では、音叉基部と金属バンプの間に
隙間ができるため、導電性接着剤が加圧時に圧縮されずに音叉基部と金属バンプを固着す
ることになる。したがって、外側領域での導電性接着剤が弾性的に音叉基部を保持するこ
とになり、実施形態で述べるように、上面平坦部を小さくした分の固着強度を補完し、上
面平坦部とともに固着強度を確保できる。
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【００１８】
（実施態様項）
　本発明の請求項２では、請求項１の前記金属バンプは少なくとも一端側に斜面又は階段
形状を有する。これにより、金属バンプの底面よりも上面平坦部の面積を小さくして、請
求項１の効果を得る。
【００１９】
　同請求項３では、請求項１の前記金属バンプは前記音叉状圧電片の幅方向となる両端側
に斜面もしくは階段形状を有する。これにより、密接に接着する上面平坦部は音叉腕の延
出方向となるので、斜面もしくは階段形状を前記音叉状圧電片の長さ方向に設けた場合に
比較し、一対の音叉腕の先端側の垂れ下がりを防止する。
【００２０】
　同請求項４では、請求項１の前記音叉状圧電片の幅方向における前記金属バンプの上面
平坦部の長さは前記金属バンプ底面の長さの２０～９０％とする。これにより、落下衝撃
試験に伴う周波数変化を最小限にすることができる。例えば実施形態で示すように、落下
衝撃前後での周波数変化を２０ｐｐｍ以内にできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
（第１実施形態）
　第１図(a)(b)(c)は本発明の第１実施形態を説明する音叉型圧電振動子の図で、同図(a)
は音叉状圧電片及びカバーを除いて内部を示す一部開放の斜視図、同図(b)はカバーは除
いて音叉状圧電片の固着状態を示す一部開放の斜視図、同図(c)は幅方向の断面図である
。なお、前従来例と同一部分には同番号を付与してその説明は簡略又は省略する。
【００２２】
　音叉型圧電振動子は、前述同様に、音叉状圧電片７を容器本体１に収容してカバー２を
被せ、音叉状圧電片７を密閉封入して構成される。音叉状圧電片７はこの例でも圧電材を
水晶とする。そして、引出電極１０ａの延出した音叉基部１０の一主面の両端側が、容器
本体１の一端側における内壁段部３に設けられた電極パッド４上の金属バンプ６に導電性
接着剤８によって固着される。
【００２３】
　電極パッド４は印刷焼成による下地電極（Ｗ）、及び電解メッキによる中継材（Ｎｉ）
及び導電膜（Ａｕ）からなり、金属バンプ（Ａｕ）６は印刷バンプやメッキバンプからな
る。この実施形態では金属バンプ６の幅方向の両端側には円弧状の曲面が形成され、中央
領域を上面平坦部とする。そして、音叉状圧電片７は例えば32.768ｋＨｚを振動周波数と
し、音叉状圧電片７の厚みを0.12ｍｍとして、全長を2.3ｍｍ、幅を0.5ｍｍ、音叉基部１
０の長さを0.5ｍｍとする。
【００２４】
　この例では、電極パッド４の厚みをおよそ２０μｍとして、金属バンプ６は音叉腕の長
さ方向となる縦寸法を３７０μｍ、幅寸法を２２０μｍ、厚み（高さ）寸法を３０μｍと
する。そして、音叉基部１０の一主面と接続する金属バンプ６の全体の幅寸法は２２０μ
ｍとして、上面平坦部の幅寸法は１００μｍとし、両端側の曲面の幅寸法はそれぞれ６０
μｍとする。
【００２５】
　このような構成であれば、音叉状圧電片７（音叉基部１０）が導電性接着剤８によって
金属バンプ６に固着される際、金属バンプ６の上面平坦部の幅寸法を短くすることから、
金属バンプ６と密接に接触する接着面積が減少する。したがって、外部衝撃（落下衝撃）
によって接着状態が変化したとしても、振動特性に対する影響を小さくして振動周波数の
変化を抑制できる。そして、上面平坦部の両端部には曲面部が設けられて音叉基部１０を
保持することから、音叉状圧電片７の固着強度を維持できる。
【００２６】
要するに、金属バンプ６の上面平坦部と両端側の曲面によって音叉状圧電片７の固着強度
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を維持し、さらに音叉基部１０と密接に接着する上面平坦部を短くすることから落下衝撃
前後での振動特性の変化に伴う周波数変化を防止する。換言すれば、上面平坦部が固着強
度及び振動特性を支配して、両端側の曲面が固着強度を補完するとも言える。したがって
、音叉状圧電片７を確実に保持することと、落下衝撃時の周波数変化を小さくすることの
両立が可能となる。
【００２７】
　第２図は金属バンプ６の上面平坦部の幅寸法を変えたときの落下衝撃試験前後の周波数
変化を示すグラフである。なお、ここでの落下衝撃試験は１．８ｍ上方から音叉型振動子
をコンクリート板に落下させたときの、落下前と落下後における振動周波数の周波数偏差
Δｆ／ｆである。但し、Δｆは落下前の振動周波数ｆと落下後の振動周波数ｆ´との周波
数差（ｆ－ｆ´）である。また、音叉型圧電振動子は荷重１５０ｇとしたセット基板に搭
載されて落下される。

                                                                                
【００２８】
　このグラフから明らかなように、金属バンプ６の上面平坦部の幅寸法に対する落下衝撃
前後での振動周波数の変化特性は、上面平坦部の幅寸法を約100μｍとしたときに周波数
変化（偏差）を8ｐｐｍの最小値とした放物線状となる。そして、上面平坦部の幅寸法が
約200μｍ以内では周波数変化の実用的な目安としての20ｐｐｍ以下となる。但し、上面
平坦部の幅寸法が約50μｍ未満では、落下衝撃によって音叉状圧電片７が金属バンプ６か
らの剥離や破損を引き起こす。また、いずれの場合でも、Δｆ／ｆが正なので落下衝撃後
では振動周波数が低下する。
【００２９】
　これらの金属バンプ６の上端平坦部の幅寸法に依存した周波数変化、特に最小値を有す
る理由は次によると推察される。すなわち、金属バンプ６の上面平坦部が音叉基部１０の
一主面と密接して接触する接着面積（以下、密着面積とする）が小さいと、落下衝撃によ
って剛性が損なわれる。したがって、落下衝撃後の剛性は落下衝撃前の固着時よりも小さ
くなるので、剛性（固着強度）に比例した振動漏れは少なくなる。したがって、落下衝撃
前後での振動周波数の低下度合いが大きくなり、周波数変化量は大きくなる。
【００３０】
次に、上面平坦部による密着面積の増加に伴って剛性の低下度合いが小さくなり、落下衝
撃後の剛性は落下衝撃前の固着時に接近して大きくなる。したがって、音叉基部１０から
の振動漏れも、落下衝撃前の固着時に接近して多くなる。したがって、落下衝撃前後での
振動周波数の低下度合いは小さくなって、周波数変化量も小さくなる。
【００３１】
　そして、密着面積がさらに増加すると剛性の低下度合いは同様に小さくなる。しかし、
密着面積が一定の剛性（固着強度）を維持する面積以上に大きくなると、余剰となる密着
面積が増えた分、落下衝撃による剛性の低下も大きくなって全体の振動漏れは、落下衝撃
前の固着時よりも少なくなる。したがって、落下衝撃前後での振動周波数の低下度合が大
きくなり、周波数変化量は大きくなる。これらのことから、落下衝撃前後での周波数変化
特性は、上面平坦部による導電性接着剤８の密着面積と剛性とに依存した最小値を有する
放物線状となると推察される。
【００３２】
上記の実験結果では、先ず、金属バンプ６の上面平坦部の幅寸法が５０μｍ付近では音叉
基部１０との密着面積が小さい。したがって、落下衝撃試験の際には小さい接着面積に衝
撃が集中するため、導電性接着剤による剛性は低下する。これにより、落下衝撃前後での
周波数変化は比較的に大きくなる（約16ｐｐｍ）。
【００３３】
次に、上面平坦部の幅寸法が５０μｍ以上では密着面積が増加し、落下衝撃時の衝撃が分
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散されるため、導電性接着剤による剛性の低下度合は小さくなる。したがって、落下衝撃
前後での周波数変化は徐々に小さくなる。そして、上面平坦部の幅寸法が１００μｍ付近
で密着面積による剛性がある一定の値となって、落下衝撃前後での周波数変化は最小（８
ｐｐｍ）となる。
【００３４】
　次に、上面平坦部の幅寸法が１００μｍ付近を越えるほど、密着面積はある一定の値と
なる剛性を維持する面積以上に大きくなる。したがって、前述のように余剰面積分の剛性
低下も加わって、落下衝撃による全体の振動漏れは落下衝撃前の固着時よりも少なくなり
、落下衝撃前後での周波数変化量は大きくなると、推察される。
【００３５】
　これらのことから、金属バンプ６の上面平坦部の幅寸法は、周波数変化が最小の100μ
ｍを中心として、剥離や破損を生じない程度の値である50μｍ以上であって、周波数変化
の実用的な目安としての20ｐｐｍ以下となる200μｍ以下であれば、落下衝撃前後での周
波数変化特性を良好に維持できる。勿論、その他の例えばＣＩ等の振動特性をも良好に維
持する。
【００３６】
さらに、落下衝撃前後での周波数変化特性を良好に維持する金属バンプ６の上面平坦部の
幅寸法50μｍ～200μｍは、金属バンプ６の幅寸法（220μｍ）に対して20～90％になる。
したがって、金属バンプ６幅寸法に対して上面平坦部が20～90％であれば、落下衝撃前後
での振動特性特に周波数変化特性を良好に維持できる。
【００３７】
（第２実施形態）
　第３図(a)(b)は本発明の第２実施形態を説明する音叉型圧電振動子の幅方向の断面図で
ある。なお、前実施形態と同一部分の説明は省略又は簡略する。すなわち、第１実施形態
では金属バンプ６（上面平坦部）の両端側は円弧状の曲面としたが、第２実施形態では例
えば両端側を直線状の傾斜面とする「同図（ａ）」、あるいは階段状の段差を設ける「同
図（ｂ）」。
【００３８】
　このような金属バンプ６の形状であっても、上面平坦部が密着面積となって振動特性及
び固着強度を支配し、両端側の傾斜面及び階段状の下段が固着強度を補完する。したがっ
て、第１実施形態と同様に、固着強度を維持して落下衝撃前後での周波数変化を抑制でき
る。
【００３９】
（第３実施形態）
　第４図は本発明の第３実施形態を説明する音叉型圧電振動子の長さ方向の断面図である
。第１及び第２実施形態では金属バンプ６の幅方向に傾斜面又は段差を設けたが、第３実
施形態では長さ方向に傾斜面あるいは階段状の段差を設ける。この場合でも、前述同様に
、固着強度を維持して落下衝撃前後での周波数変化を抑制できる。
【００４０】
(他の事項)
　上記実施形態では金属バンプの幅又は長さ方向の両端側に傾斜面又は段差面を設けたが
、金属バンプ６の例えば全外周に設けてもよく、要は、傾斜面又は段差面は音叉基部１０
と対面する金属バンプの少なくとも一端側に設けてあればよい。そして、金属バンプ６は
矩形状としたが、これに限らず円や楕円等としてもよく、上面平坦部が底面よりも小さく
なっていれば同様の効果を奏する。また、音叉状圧電片７は典型的な例で説明したが、一
対の音叉腕９の両主面に電界効率を高める溝を設けたり、音叉腕９の先端側に周波数調整
用の金属膜を設けたりした場合でも同様に適用できる。
【００４１】
　本発明は落下衝撃前後での特に周波数変化を抑制して固着強度を維持する金属バンプ６
の形状に関し、特に音叉基部１０との密着面積を決定する金属バンプ６の上面平坦部の幅
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寸法を限定するものであるから、金属バンプ６が電極パッド４と接する底面積（金属バン
プ６の全幅寸法）に対して、金属バンプ６上面平坦部の面積を小さくする趣旨の変更は本
発明の技術的範囲に包含される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】第１図(a)(b)(c)は本発明の第１実施形態を説明する音叉型圧電振動子の図で、
同図(a)は音叉状圧電片及びカバーを除いて内部を示す一部開放の斜視図、同図(b)はカバ
ーは除いて内部を示す即ち音叉状圧電片の固着状態を示す一部開放の斜視図、同図(c)は
断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態の作用を説明する落下衝撃前後の周波数変化特性図である
。
【図３】本発明の第２実施形態のを説明する図で、同図(a)（ｂ）ともに特に金属バンプ
の形状を示す音叉型圧電振動子の幅方向の断面図である。
【図４】本発明の第３実施形態を説明する図で、特に金属バンプの形状を示す音叉型圧電
振動子の長さ方向の断面図である。
【図５】従来例を説明する音叉型圧電振動子の図で、同図 (a)は一部開放とした内部を示
す斜視図、同図(b)は同断面図である。
【図６】従来例を説明する音叉状圧電片図で、同図(a)は正面図、同図（b）は電気的結線
を示す模式的な平面図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１　容器本体、２　カバー、３　段部、４　電極パッド、５　実装端子、６　金属バン
プ、７　音叉状圧電片、８　導電性接着剤、９　音叉腕、９ａ　励振電極、１０　基部、
１０ａ　引出電極。

【図１】 【図２】
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